
（別添資料１）

事業所名 りゅうそう放課後ラボ 支援プログラム 作成日 2025 年 3 月 28 日

法人（事業所）理念 ①一人一人の子どもに寄り添い、家庭の事情を考慮した、QOL（健康・充実・満足など自分らしさを重視した生活の質）の向上に尽くします。
②より幸せな日常生活と就学・就労につながる子どもの最善な環境の構築を作ります。
③特性に合わせた成長を目指して、保護者・地域社会の協力とともに子どもを中心とした福祉サービスの提供を目指します。
④職員の特徴・得意分野を活かした支援により、通いたくなる余暇の提供と、その子の「好きなもの」と「苦手なもの」を組み合わせた楽しく学びやすい療育を進めま
す。
⑤あらゆる病気・事故・児童コミュニケーションにおけるトラブルを想定し、事前に対策を考えた支援を行い、子どもの安全と心を守ります。

支援方針
50種類を超えるボードゲームや多様な工作体験で通いたくなる環境を用意し、その子の特性による困りに合わせた療育プログラムを作成。友達同士のコミュニケー
ションでの困りには都度寄り添い、考える力を引き出し、特性を活かした就労への道を拓きま

営業時間
平日 13:00 から 18:00 まで 送迎実施の有無 あり

祝日・長期休み 10:00 から 17:00 まで 送迎実施の有無 あり

支 援 内 容
本人支援 健康・生活 来所時、始めに体温・体調等の健康チェックをし、職員・児童ともに健康状態をチェック。伝染病が蔓延しないよう手洗いうがいをしてもらう事で安心して活動に参加が

できるように支援致します。
活動中においても、体の調子とともに、気持ちの変化に合わせてフォロー・サポートが行えるよう一人一人の様子を常に把握した上で、自分の力で健康な生活が維持
できるようになる療育・支援を致します。
保護者からの連絡と、必要に合わせてその子と関わる関係機関と連携をとり、日常の広い範囲でのトラブルや困りを把握し、支援・療育に活かし、日常生活の改善に
繋げます。
事業所内では、安全かつ療育に適した環境・構造を整え、特性を考慮したレイアウトに必要事項のわかりやすい文字と絵を使った掲示、職員の個々の児童に対する
深い理解による支援を致します。

運動・感覚 姿勢の保持や日常で必要な基本動作の向上と、必要に応じた支援ツールを活用した補助を致します。
室内や庭だけでなく、公共の施設を利用し、楽しく運動ができる環境を作り、こけやすさや球技の特性による苦手意識や難しさを克服または軽減できるようサポートし
ます。
細かい動作ではプラバン・アイロンビーズからその子に合わせた工作キットを使い、楽しく微細運動、聴覚、視覚、触覚などの感覚を育てます。

認知・行動 その子が持つ認識の異なり、また衝動性からくる失敗を集団活動や会話からの発見と理解。特性に優しく寄り添いながら修正し、正しく認知・行動行ってコミュニケー
ションが取れるよう支援します。

言語
 コミュニケー
ション

多くの子どもとの関わり、地域住民との関わり、職員との関わりによりコミュニケーションを通じて経験を積み、言葉・態度の大切さ、行動の重要性を学習できるよう支
援致します。
また、先の進学、就労、新しい環境を見据え、楽しい環境を自分たちでも構築したり、自ら合わせていけるよう療育を進めます。
また特性により理解してもらいづらい事があればボディランゲージや多様なツールを用いて円滑にコミュニケーションが図れるよう支援します。

人間関係
 社会性

施設内での子ども同士の関係性や、職員との交流、お買い物や公共施設の利用、公園での近隣の児童との交流、その他外出先での触れ合いを通し、多様な人間関
係に対応できるよう支援し、就労に繋がる重要な社会性を育てます。
自身の特性を知り、自身のコントロールを学び、自身の得意を活かした集団への親和、苦手を伝え協力を求める力をつけられるよう支援致します。



家族支援 家庭で十分な愛情を受け、家族兄弟との助け合い、関係性、環境に合わせた
特性の配慮により安心できるような状態を作れるよう支援します。
必要に応じて十分な時間と情報を用意し、保護者からのお話を伺いながらお
子様との関係性の改善から学校や日常生活全般を支援致します。
また、事業所・サービスでも延長支援の利用や、その子に合わせた送迎が行
えるよう調整致します。

移行支援 進学や就労に向けた、不安の解消や支障となる問題を考え、克服或
いは環境、方法の構築を目指し、支援致します。

地域支援・地域連携 その子に合わせて地域の施設や活動、学校等と連携して円滑な日常生活を
送れるよう支援します。

職員の質の向
上

支援員の連携・PDCA・報連相を強化し、研修や支援ミーティングを
通じてトラブルや療育でのクオリティの向上を図ります。また、放課後
等デイサービスで起こりえる衛生環境、性犯罪、障害、身体拘束等
に徹底して取り組み、正委員会を作り研修を定期的に行う事で正常
かつ健全なサービスが維持できるように致します。

主な行事等 ひな祭り（3月）、こどもの日（5月）、夏祭り（7・8月）、ハロウィン（10月）、クリスマス（12月）
その他、年末の大掃除、お正月のイベント。外出活動、社会見学、避難訓練等。


